
1. はじめに

東京大学の宇賀でございます。本年は、国際公

文書館会議東アジア地域支部総会が第10回を迎え

る記念すべき年です。また、本年は、我が国の公

文書管理の歴史においても、公文書管理法が、本

年 4 月 1 日に全面施行された記念すべき年になり

ます。そこで、「日本における公文書管理法の制

定と今後の課題」という演題で、お話をさせてい

ただきます。

2. 公文書管理法の制定の経緯

最初に、公文書管理法の制定の経緯について振

り返っておきます。行政機関情報公開法の制定に

際しまして、行政改革委員会行政情報公開部会が

行政機関情報公開法の要綱案の作成作業をしたわ

けですけれども、この行政改革委員会の答申の中

に既に「情報公開法と文書管理は車の両輪」であ

るという言葉が入れられています。そして、行政

機関情報公開法案が参議院の総務委員会で審議さ

れましたときの付帯決議の中に、行政文書管理法

の制定等、審議の過程において議論された事項に

ついては、引き続き検討することとされていまし

た。行政機関情報公開法の制定が1999年ですから、

この当時から文書管理のための法整備が政治の分

野においても課題として認識されておりました。

2009年の公文書管理法の制定により、いわば10年

越しの課題が実現したということになるかと思い

ます。

公文書管理法の制定経緯を述べるに当たり、

2003年12月に内閣官房長官の懇談会として発足し

た「公文書等の適切な管理、保存及び利用に関す

る懇談会」に触れないわけにはいきません。これ

は福田康夫官房長官のときに設けられました。そ

して、2004年 6 月に「公文書等の適切な管理、保

存及び利用のための体制整備について−未来に残

す歴史的文書・アーカイブズの充実に向けて−」

と題する報告書が出されたわけです。現在の国立

公文書館長の高山先生がこのときの懇談会の座長

で、高山先生が編集された報告書が公刊されてお

ります。

その後、ご存じの通り、2007年には消えた年金

記録問題、海上自衛隊補給艦「とわだ」の航海日

誌の保存期間満了前の廃棄問題、防衛省の装備審

査会議の議事録不作成問題、さらに、Ｃ型肝炎関

連資料の放置問題等、文書管理の不適切さを示す

事件が社会の耳目を集めました。このことが公文

書管理の重要性についての国民の認識を高めたと

言えると思います。そのような背景の下、公文書

館推進議員懇談会（2005年 3 月発足）が2007年11

月13日に「この国の歩みを将来への資産とするた

めに−『緊急提言』」をまとめて、同年12月 7 日

に内閣総理大臣に提出しています。そこにおきま

しても文書管理法の制定が提言されていました。

そして、福田康夫内閣のとき、2008年 2 月29日に、

上川陽子議員が公文書管理担当大臣に任ぜられ、

同日、「公文書管理の在り方等に関する有識者会

議」が発足しまして、尾崎護元大蔵事務次官が座

長を務められました。そして、同年11月 4 日に、

最終報告、「時を貫く記録としての公文書管理の

在り方〜今、国家事業として取り組む〜」が公表

されました。この有識者会議の最終報告を基礎に、

公文書管理法案の立案作業が進められていったわ

けです。そして、翌2009年の 3 月 3 日に公文書管
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理法案が閣議決定されて、国会に提出されました。

当初から順調に審議が進んだわけではありません

が、ようやく審議が始まりまして、衆議院でかな

り多数の修正が行われた点が 1 つの特色と言えま

す。それから、多数の修正が行われただけではな

くて、多数の付帯決議がついた点も非常に注目さ

れます。衆議院で15項目、参議院で21項目ですか

ら、一般の付帯決議の数と比べますと非常に多い

ということが言えます。公文書管理法は2009年 6

月24日に制定されまして、 7 月 1 日に公布されま

した。そして、2011年 4 月 1 日に全面施行になり

ました。

3. 公文書管理法の特色

次に、公文書管理法の特色を見ていきたいと思

います。

⑴　文書のライフサイクル全体を包摂

第 1 に、文書のライフサイクル全体を視野に入

れている点が大きな特色と言えるかと思います。

現用文書につきましては、第 2 章に行政文書の管

理に関する規定が置かれ、第 3 章に法人文書の管

理に関する規定が置かれています。そして、そこ

で現用文書の作成取得、分類、保存、移管又は廃

棄について定められております。さらに、非現用

の文書につきましては、第 4 章で、国立公文書館

等に移管された特定歴史公文書等の利用、保存等

についての規定が置かれています。すなわち、特

定歴史公文書等について整理、分類がされて、原

則として永久保存されて、国民は利用請求権に基

づいて利用することができるという仕組みになっ

ています。公文書管理法では、公文書等とは、現

用段階の行政文書、法人文書、そして非現用になっ

て国立公文書館等に移管された後の特定歴史公文

書等を包摂するものとして定義されていることか

らもわかります通り、文書のライフサイクル全体

が視野に入れられています。こういう法律が制定

されたことは非常に意義の大きいことであろうと

思います。

⑵　公文書等の管理の一般法

第 2 に、公文書管理法は、公文書等の管理の一

般法としての性格を有すると言えます。行政機関

情報公開法が1999年に制定されましたが、そのと

きに行政機関情報公開法の中にわずか 1 条ですけ

れども、文書の管理に関する規定が設けられまし

た。それまでは各大臣が訓令で文書管理規程を

作っていたわけで、統一的基準は設けられていな

かったのですけれども、文書管理についての基本

的な事項について、政令で基準を定め、その政令

で定めた基準に基づいて行政機関の長がそれぞれ

行政文書の管理に関する定めを設けること、その

行政文書の管理に関する定めは公にしなければな

らないことが行政機関情報公開法の文書管理に関

する規定で定められました。そして、これを受け

て、行政機関情報公開法施行令の中に、文書管理

に関する基準が定められたわけです（同じように、

独立行政法人等情報公開法も、わずか 1 条であり

ますけれども、文書管理に関する規定を設けたわ

けです）。すなわち、情報公開法を運用していく

際に、文書管理がしっかりしていなければならな

いので、情報公開の前提としての文書管理につい

て定めるという法制度になっていたために、文書

管理に関する基準が、行政機関情報公開法施行令

に設けられたのです。

ところが、公文書管理法が制定されたことによ

りまして、文書管理の位置づけが変わったと見る

ことができます。公文書管理法は、行政文書が作

成又は取得され、そしてそれが整理され、保存さ

れ、利用され、さらに保存期間が満了したときに

移管又は廃棄されるという、現用文書の管理全般

について定めています。そして、行政機関情報公

開法が定めている情報開示請求制度、情報提供制

度は、現用文書の利用の一部と見ることができま

す。言うまでもなく、行政機関情報公開法の一番

中心的な部分は、開示請求権に基づく開示制度で

す。これもまた、現用文書の利用の一形態と位置

づけることができるわけです。また、行政機関情

報公開法には、これも 1 条ではございますけれど

も、開示請求を待たずに情報提供することについ

ての努力義務規定があります。これもまた現用文

書の利用の一形態ということになります。現用文
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書は、行政機関情報公開法に基づいて利用される

だけでなくて、公務員が日常の執務を行う際に利

用していますけれども、行政文書の利用の一部を

定めたものが行政機関情報公開法であると位置づ

けられます。

したがって、公文書管理法は一般法であり、そ

して情報公開法は公文書管理法が定めている現用

文書である行政文書及び法人文書の利用の一形態

を定める特別法としての位置づけになっていま

す。すなわち、公文書管理法が文書管理の一般法

として位置づけられるようになり、わが国の情報

法制の体系がこれによって変化したと見ることが

できるかと思います。

⑶　独立行政法人等の法人文書も対象

第 3 の公文書管理法の特色として、独立行政法

人等の法人文書も対象としていることが挙げられ

ます。現用の法人文書の管理については、公文書

管理法の第 3 章に規定が置かれています。独立行

政法人等が保有しております法人文書の中で、歴

史的な価値のある歴史公文書等について、独立行

政法人等も、国立公文書館等への移管義務を負っ

たことも大きな変化と言えます。公文書管理法附

則で改正される前の国立公文書館法におきまして

は、国の機関からの移管を念頭に置いていたので

すが、立法機関、司法機関、行政機関は全て国の

機関に含まれますけれども、独立行政法人等は、

国とは独立の法人格を有しておりますので、国の

機関には含まれません。したがって、独立行政法

人等が保有しています歴史公文書等を国立公文書

館に移管することはできなかったわけです。

しかし、公文書管理法は、独立行政法人等の法

人文書につきましても、それが歴史公文書等に該

当する場合には、保存期間が満了した後、国立公

文書館等に移管する義務を課しました。それに

よって、独立行政法人等が保有しています歴史公

文書等も、国立公文書館等に移管され、そこで保

存され、利用されることが確保されたわけです。

独立行政法人等につきましては、独立行政法人等

情報公開法、独立行政法人等個人情報保護法が既

に制定されていました。これらの法律はいずれも

国とは独立の法人格を有する独立行政法人等で

あっても、実質的に見れば、政府の一部を構成す

る、いわば行政主体としての性格を持っているの

で、基本的には国の行政機関と同じような情報公

開、個人情報保護に係る義務を負うべきという観

点から制定されたものです。ここでいう独立行政

法人等の中には、独立行政法人通則法に基づく独

立行政法人は全て含まれていますし、その他、国

立大学法人・大学共同利用法人の全部、特殊法人

や認可法人の一部、さらに、広義の独立行政法人

ですけれども、狭義の独立行政法人ではない、い

わゆる法テラスと呼ばれるものが、この独立行政

法人等ということになります。

このように、情報公開と個人情報保護の分野で

は、国とは独立の法人格を有していても実質的に

は、政府の一部と見られるものについて、国の行

政機関と同じような情報公開の義務、個人情報保

護の義務が課されていたわけでありますけれど

も、公文書管理の面でも、公文書管理法が制定さ

れましたことによって、独立行政法人等には、基

本的に国の行政機関と同じような公文書管理に係

る義務が課されることになりました。法人文書

ファイル管理簿及び法人文書管理規則の作成、さ

らに法人文書の管理状況の報告などが独立行政法

人等にも義務として課されています。ただし、他

面において、独立行政法人等が国とは独立の法人

であるため、その独立性、自立性に配慮して、行

政機関と比較しますと、一定の規制を緩和されて

います。

⑷　文書作成義務

公文書管理法は、第 4 条で、文書作成義務につ

いて定めていますが、非常に注目されるのは、経

緯も含めた意思決定に至る過程、並びに当該行政

機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又

は検証することができるように文書を作成する義

務が明記されていることです。これまでも、行政

機関情報公開法施行令におきましては、意思決定

に当たっては文書を作成することを原則とし、事

務及び事業の実績についても、文書作成原則を定

めていました。すなわち、これらの場合には、軽
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微なものを除いて文書作成義務が定められていた

わけですが、公文書管理法では、意思決定に至る

過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を

合理的に跡付け、又は検証することができるよう

に文書を作成する義務があることが明記されまし

た。

公文書管理法が制定される前に、大阪市が公文

書管理条例を既に制定していたのですけれども、

大阪市公文書管理条例では、その当時から、こう

した意思決定の過程に係る文書の作成について、

努力義務が定められていました。公文書管理法は、

この第 4 条で、努力義務にとどめずに、意思決定

の過程に係る文書の作成を義務として明記してい

ます。さらに、作成義務のある文書の主要類型を

例示しているという点でも注目されます。

⑸　レコード・スケジュール制の採用

従前は、移管元の行政機関の長と、内閣総理大

臣が協議をして、取決めをし、この協議による定

めに基づいて、移管元の行政機関の長が移管に同

意することが移管の前提となっていました。その

ために、国立公文書館側では移管して欲しいと

思っている文書であっても、移管元の行政機関が

同意をしなければ移管できないという問題点があ

りました。この点につきまして、公文書管理法は、

いわゆるレコード・スケジュール制を採用しまし

て、保存期間満了前のできる限り早い時期に行政

文書ファイル管理簿において移管又は廃棄の措置

を定めて、そこで移管の措置をとることとされた

行政文書ファイル等につきましては、保存期間満

了後は自動的に移管をする仕組みを採用したわけ

です。これは、歴史公文書等の移管という面で、

非常に大きな前進であったと言うことができると

思います。しかし、公文書管理法は、立法機関、

司法機関については、三権分立に配慮し、従前と

同様の移管の仕組みを維持しました。司法機関と

の間では、この協議による定めが、既に存在し、

これは公文書管理法の下での協議による定めとみ

なされることになっていまして問題はないのです

が、立法機関との関係では、いまだこの協議によ

る定めがないことが大きな問題として残っていま

す。

⑹　集中管理の推進

公文書管理法第 6 条第 2 項は、集中管理の推進

についての努力義務規定です。アメリカ記録管理

協議会（NAREMCO）の統計調査によりますと、

職務上、参考にする文書の約90％が過去半年以内

に作成又は取得したものであるとされています。

また、職務上参考にする文書の約99％は過去 1 年

以内に作成又は取得したものとされています。こ

のことから、作成又は取得からかなりの年月を

経った文書を、それぞれの原課に置いておくので

はなくて、文書管理の担当課に移して、そこで集

中管理する文書管理体制が望ましいと考えられま

す。したがって、集中管理の推進についての努力

義務規定が設けられたことも、大きな意義があろ

うと思います。

⑺　特定歴史公文書等に係る利用請求権

国立公文書館等に歴史公文書等が移管されます

と、特定歴史公文書等と呼ばれることになるわけ

ですが、特定歴史公文書等に該当するものに対し

ては、これまでは国民に利用請求権があるか否か

が必ずしも明確ではなく、その点について、国民

が公園を自由使用するのと同じようなものではな

いかという捉え方が一般的であったのではないか

と思います。しかし、公文書管理法第16条で、特

定歴史公文書等に対する国民の利用請求権が明記

されました。国の行政機関が保有しております行

政文書につきましては、行政機関情報公開法に

よって何人にも開示請求権が保障されています。

また、独立行政法人等が保有しております法人文

書につきましては、独立行政法人等情報公開法に

よって、何人にも開示請求権が保障されています。

それによって、現在の国民に対する説明責務が確

保されているわけです。それと同じように、公文

書管理法では、保存期間が満了して、国立公文書

館等に移管されて、特定歴史公文書等になったも

のにつきましても、やはり利用請求権を保障する

ことによって、説明責務を全うしようという考え

方に立っています。

利用請求権があるわけですから、法定された利
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用制限事由に該当しないにもかかわらず利用制限

をされた場合には、権利の制限ということになり

ますので、行政不服審査法に基づく異議申立てが

できることになります。そして、異議申立てがあ

りますと、第三者機関である公文書管理委員会に

原則として諮問されまして、その委員が実際に文

書を見て、いわゆるインカメラ審理が行われると

いう救済の仕組みが整備されるということになり

ます。さらに、利用制限が国民の権利を制限する

行政処分となりますので、これに対しましては行

政事件訴訟法に基づく抗告訴訟の提起が可能にな

ります。具体的には、利用制限の処分に対しまし

て、その取消訴訟又は無効等確認訴訟を提起する

ことができます。さらに、2004年の行政事件訴訟

法の改正で法定されております、いわゆる申請型

義務付け訴訟を併合して提起することもできま

す。すなわち、単に利用制限の処分の取消し又は

無効等確認を求めるだけではなくて、利用決定の

義務付けを求める義務付け訴訟の併合提起も可能

になっています。

また、特定歴史公文書等に対する利用請求が、

行政手続法第 2 条第 3 号で定義されている申請に

該当することになります。行政手続法では、申請

とは、国民が行政庁に対して、自らにとって有利

な許可・認可・免許等を求める行為であって、そ

れに対して行政庁が諾否の応答をする義務を負う

ものと定義されています。そして、行政手続法の

申請につきましては、同法第 2 章の「申請に対す

る処分」の規定が適用されますので、審査基準を

作成し、それを公にしておく義務が行政手続法第

5 条によって課されます。また、利用請求があっ

てから応答するまでの標準処理期間を作成する努

力義務、それを作成したときには公にしておく義

務が第 6 条で課されます。第 7 条では、利用請求

が到達したときに審査の義務が発生することが明

確にされています。さらに第 8 条で、利用制限し

た場合の理由提示義務があることになります。こ

のように、行政手続法上の義務がかかってくる点

も重要です。

さらに、利用制限が処分ということになります

と、行政不服審査法に基づく教示義務、すなわち、

異議申立てをすることができること、異議申立期

間、異議申立てをすべき行政庁を教示する義務が

行政不服審査法で課されますし、また2004年の行

政事件訴訟法改正によって、行政事件訴訟法上も

取消訴訟に関しての教示義務が課されています。

⑻　特定歴史公文書等に係る利用の促進

特定歴史公文書等に係る利用の促進について、

第23条に規定が設けられています。これは、特定

歴史公文書等に対する利用請求を待つまでもな

く、デジタルアーカイブ等によって積極的に利用

を促進していくことが重要であるので、それにつ

いての努力義務を課したものです。これは、情報

公開法で、開示請求を待たずに情報提供する努力

義務が課されているのに対応するものということ

になります。

⑼　コンプライアンスの確保の仕組み

公文書管理法の特色として、総括管理機関によ

るコンプライアンスの確保の仕組みが整備されて

いることも挙げられます。公文書管理の総括管理

機関となるのが、内閣府の長としての内閣総理大

臣です。具体的には、行政文書ファイル等の廃棄

について、内閣総理大臣が同意をすることになっ

ていますし、特に保存の必要のある行政文書ファ

イル等を廃棄しないように内閣総理大臣が求める

ことができることになっています。また、行政文

書ファイルル管理簿の記載状況等について、内閣

総理大臣に報告をする義務が行政機関の長に課さ

れています。内閣総理大臣は、行政文書の管理に

ついて調査等を行うこともできます。行政文書管

理規則の制定についても内閣総理大臣の同意が必

要です。さらに、特定歴史公文書等の保存、利用

の状況等についても内閣総理大臣への報告義務が

ありますし、国立公文書館等の長が定めます利用

等規則の制定、特定歴史公文書等の廃棄につきま

しても内閣総理大臣の同意が必要になっていま

す。さらに、内閣総理大臣には勧告権まで与えら

れています。このように、内閣府の長である内閣

総理大臣が総括管理機関として、コンプライアン

スの確保を図っていく仕組みを整備したことも、
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公文書管理法の大きな特色と言えます。

⑽　国立公文書館の専門的な知見の活用

国立公文書館の専門的な知見の活用の仕組みが

整えられたことも、 1 つの特色と言えます。歴史

公文書等の適切な移管を確保するための国立公文

書館による調査等の規定も設けられました。また、

歴史公文書等の適切な保存及び移管を確保するた

めの行政機関及び独立行政法人等の職員に対する

国立公文書館による研修の規定も設けられたとこ

ろです。

⑾　第三者機関の専門的知見の活用

第三者機関の専門的知見の活用のために、内閣

府に公文書管理委員会が設置されています。公文

書管理委員会の組織、運営に係るもの以外の政令

の制定、改廃に当たりましては、すべて公文書管

理委員会に諮問をする仕組みになっています。ま

た、行政文書管理規則、利用等規則の制定、改廃、

さらに、特定歴史公文書等の廃棄に内閣総理大臣

が同意するに当たっても、公文書管理委員会に諮

問することが義務付けられていますし、内閣総理

大臣が勧告をするに当たりましても、公文書管理

委員会に諮問することが義務付けられています。

このように、公文書管理委員会という第三者機関

の専門的知見の活用の仕組みが整備されたこと

も、 1 つの大きな特色と言えます。

4. 国立公文書館法の改正

⑴　組織法への純化

独立行政法人国立公文書館法は、1999年に議員

立法で制定されたものですが、公文書管理法制定

前は、二重の性格を持っていました。 1 つは、独

立行政法人国立公文書館設置のための組織法とし

ての性格です。独立行政法人については、一方に

おいて独立行政法人通則法という通則法があるわ

けですけれども、個々の独立行政法人につきまし

ては、設置のための個別法が必要になっています。

独立行政法人国立公文書館につきましては、独立

行政法人国立公文書館法が設置のための組織法と

しての性格を持っています。しかし、それにとど

まらず、この法律は歴史資料として重要な公文書

等の移管、保存、利用を規律する管理法としての

性格も併有していたわけです。しかし、この後者

の管理法の部分は、公文書管理法によって対応さ

れることとなりましたので、この部分は公文書管

理法附則で削除されています。それによって、国

立公文書館法は組織法に純化されたと言えます。

⑵　中間書庫

国立公文書館法では、中間書庫業務を国立公文

書館の所掌事務として位置づけています。そして、

レコード・スケジュールで移管措置をとるとされ

ています行政文書の中間書庫業務は、国立公文書

館の本来業務と位置づけられています。また、レ

コード・スケジュールでは、移管又は廃棄の措置

が定められていない行政文書の中間書庫業務は、

国立公文書館の目的外業務と位置づけられていま

す。

5. 公文書管理委員会令の制定・改正

公文書管理法が制定され、公布された後、最初

にしなければならなかったのは、公文書管理委員

会を設置することでした。公文書管理委員会の組

織、運営に係るもの以外の種々の政令の立案に当

たりましては、公文書管理委員会に諮問する必要

がありますから、まず公文書管理委員会を立ち上

げる必要があったわけです。そこで、公文書管理

委員会を立ち上げるための公文書管理委員会令と

いう政令が2010年 6 月22日に制定されまして、同

月25日に公布され、同月の28日に施行されていま

す。そして、2010年12月17日に、公文書管理委員

会令が一部改正されました。これは、公文書管理

委員会の中に特定歴史公文書等不服審査分科会を

設置するためです。利用請求権が国民に付与され

ていますので、特定歴史公文書等についての利用

請求に対して、利用制限がされますと、異議申立

てがされうるわけです。異議申立てがされますと、

原則として、公文書管理委員会に諮問されます。

そのときに、この特定歴史公文書等不服審査分科

会で審議をすることにするための改正ということ

になります。

アーカイブズ46号

33



6. 公文書管理法施行令

⑴　国立公文書館等

公文書管理委員会に政令案を諮問して、2010年

12月17日に公文書管理法施行令が閣議決定されま

した。そして、同月22日に公布されています。こ

の施行令では、宮内庁長官による移管の措置につ

きましては宮内公文書館に、また外務大臣による

移管の措置につきましては外交史料館に移管する

こととされています。また、独立行政法人等の施

設であっても、内閣総理大臣が国立公文書館等と

して指定したものは、保存期間が満了した歴史公

文書等の移管を受けることができるわけですが、

日本銀行金融研究所アーカイブの他、いくつかの

大学の施設も、歴史公文書等の移管を受けてそれ

を整理、保存し、利用に供する国立公文書館等と

して、内閣総理大臣から指定を受けています。

⑵　保存期間

公文書管理法施行令別表に保存期間についての

定めがありますが、この保存期間の定め方につい

ては、いろいろな工夫がされています。行政機関

の事務事業の内容、性質に応じた業務プロセスご

とに行政文書を列記しまして、保存期間を設定す

る仕組みになっていますので、この保存期間を定

めました別表を見ることによって、業務プロセス

に係る文書の一覧性が確保されています。した

がって、これは行政文書の作成、分類のガイドラ

インとしての機能も併有しているということがで

きるかと思います。

また、保存期間の起算点の考え方についても柔

軟化していると言えます。すなわち、必ずしも文

書の作成又は取得の時点を起算点としないで、例

えば、許認可等に係る文書であれば、許認可等の

効力消滅後、そこから 5 年間というような形で、そ

の文書の性格に応じて、起算点を考えていくとい

う工夫がされています。なお、行政機関情報公開

法施行令は、公文書管理法施行令による改正前に

は、文書の保存期間について定めていたわけです

けれども、そこでは別表の期間、例えば、30年と

いう期間は、最低保存期間と位置づけられていま

した。最低30年間ですから、例えば、40年とか50

年といったような定め方もできる規定の仕方に

なっていました。しかし、公文書管理法施行令で

は、最低保存期間という定め方にはなっていませ

んで、最長30年ということになります。もちろん、

行政文書ファイル管理簿のように、無期限で常用

するというような例外はありますけれども、そう

いう一部の例外を除けば、最長30年ということに

なります。このような定め方がされますと、30年

経過すれば、現用文書として保存するためには延

長するしかないわけですから、その段階で延長の

可否が判断されることになり、このような仕組み

のほうが望ましいと言えるのではないかと思いま

す。そして、毎年度、行政機関の長は、行政文書

の管理状況を内閣総理大臣に報告しなければなら

ないわけですけれども、その際に、延長する期間

と延長の理由を報告する義務が公文書管理法施行

令で課されています。すなわち、本当に延長する

のがふさわしいのかどうかを内閣総理大臣が

チェックをする仕組みがとられているわけです。

延長期間そのものについては特段制限がありませ

ん。例えば、最大限延長しても30年まで等の制限

はないのですけれども、やはりあまりにも長い延

長期間になれば、内閣府のほうでチェックをして、

問題があれば指導するという対応がとられるもの

と思います。

⑶　特定歴史公文書等の目録

国立公文書館等の長には、特定歴史公文書等の

目録作成義務がありますが、その目録の中に、媒

体の種別を記載することが公文書管理法施行令で

義務付けられたことも意義のあることと思います。

⑷　経過措置

公文書管理法施行令には、経過措置についての

規定も設けられていまして、行政文書ファイル管

理簿、法人文書ファイル管理簿の双方とも、施行

時点で存在しているものであって、磁気ディスク

をもって調製されたものは、公文書管理法施行令

の規定によって調製されたものとみなされていま

す。さらに、当該管理簿に記載されている事項で

あって、公文書管理法施行令の規定する記載事項
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に相当するものは公文書管理法施行令の規定に

よって記載されたものとみなされることになって

います。したがって、例えば、保存期間満了時の

措置について、これまで規定がなかったので、そ

の部分について追記をするという一部の改修のみ

で対応可能になっています。これによって国の行

政機関も、また独立行政法人等も、公文書管理法

の施行の準備のための過大な負担を負わなくてす

んだのです。さらに、ファイル管理簿の記載事項

の一部につきまして、記載が困難な場合につきま

しても、毎年度内閣府に対しまして、記載しない

事項と記載が困難な理由、さらに記載を予定する

日を報告することによって、記載を猶予する経過

規定も設けられておりまして、これも、過大な負

担をかけないための配慮と言えます。

7. 行政文書管理ガイドライン

⑴　意義

行政文書管理ガイドラインにつきましては、

2011年 4 月 1 日に、内閣総理大臣決裁として、「行

政文書の管理に関するガイドライン」（行政文書

管理ガイドライン）が定められています。行政機

関の長が作成します行政文書管理規則のガイドラ

インで、行政文書管理規則を設けようとするとき

には、内閣総理大臣と協議して、その同意を得な

ければならないために、内閣府がこのガイドライ

ンを作成し、それを参考にして行政文書管理規則

案の作成を各行政機関の長が行うことによって、

円滑に、内閣総理大臣との協議と、その同意が行

われるようにという趣旨で、2010年から行政文書

管理ガイドラインの作成作業が行われたわけで

す。実質的には2010年12月の段階で内容が固まっ

ています。また、内閣総理大臣が行政文書管理規

則について同意を与えようとするときには、公文

書管理委員会に諮問しなければならないとされて

いますために、行政文書管理ガイドラインの作成

の過程から、公文書管理委員会の意見を聞きなが

ら、内容を固めていく作業が行われました。

⑵　文書管理体制

行政文書管理ガイドラインにおきましては、文

書管理体制についても定められています。官房長

等が就任することが予定されている総括文書管理

者が、行政機関全体の文書管理を総括することに

なります。そして、文書管理者が各所掌事務に関

する文書管理の責任者ということになっていま

す。これは課長等の充て職にするのではなくて、

総括文書管理者が指名をすることになっていま

す。さらに、文書管理に関するコンプライアンス

を確保するために、監査責任者を置くことになっ

ています。そして、総括文書管理者が行政文書管

理規則の細則としての行政文書ファイル保存要領

を作成することになっています。

⑶　行政文書ファイル管理簿

行政文書ファイル管理簿につきまして、行政文

書管理ガイドラインでは、第 1 に、国民と行政機

関との間の情報共有化ツールとしての機能がある

としています。従前も、行政文書ファイル管理簿

は存在し、国民が行政機関情報公開法に基づいて

開示請求をする際に、行政文書ファイル管理簿を

インターネット等で閲覧し、それを参考にするこ

とが期待されていたわけですので、国民と行政機

関との情報共有化ツールとしての機能があること

は当然といえます。

第 2 に、行政文書の作成・取得から移管・廃棄

までの管理ツールとしての機能を持っていると位

置づけられています。

⑷　レコード・スケジュール

レコード・スケジュールにつきましては、文書

管理者が行政文書管理ガイドラインの別表 2 に基

づきまして、国立公文書館の知見を活用しつつ設

定するとされています。そして、総括文書管理者

がこれに同意を与えるのですが、同意に当たって

も国立公文書館の知見を活用することになってい

ます。そして、総括文書管理者の同意を得て、行

政文書ファイル管理簿に記載をすることになって

いますので、総括文書管理者が必ずチェックをす

ることが確保される仕組みになっているわけです。
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8. 特定歴史公文書等利用等ガイドライン

⑴　意義

国立公文書館等の長が作成します利用等規則に

ついてのガイドラインも作成されています。この

利用等規則につきましても、内閣総理大臣が、そ

の制定にあたり同意を与えることになっています

し、内閣総理大臣が同意を与えるに当たっては公

文書管理委員会に諮問することになっていますの

で、各国立公文書館等の長が利用等規則を作成す

る際のガイドラインとするという趣旨で、「特定

歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイ

ドライン」（特定歴史公文書等利用等ガイドライ

ン）が公文書管理委員会の意見を聴きながら内閣

府により作成されたのです。

⑵　事前審査制

特定歴史公文書等利用等ガイドラインの中で注

目されるのが、事前審査制です。利用頻度が高い

ことが予想される特定歴史公文書等につきまして

は、利用請求を待って審査をするのではなくて、

事前に審査をすませておくようにすべきであると

いうことです。事前審査の結果、利用させて問題

がないということになれば、利用請求を待つまで

もなく、例えば、デジタルアーカイブ化とか、あ

るいは展示会で展示をする等の方法で公開するこ

とができることになりますので、公開を促進する

という面でも意義のあることだと思います。

⑶　簡便な方法による利用

公文書管理法第16条で、何人にも特定歴史公文

書等に対する利用請求権が保障されましたが、こ

れまで国立公文書館等を利用される方は、利用請

求書を書いて利用を申請するということをしない

で、もっと簡便な方法で利用ができていました。

最終的に利用請求権が確保されていることは、説

明責務の確保という観点、また救済の実効性とい

う観点から非常に意味のあることですけれども、

他面で、これまでと同様な簡便な方法による利用

を確保していくことも必要です。そこで特定歴史

公文書等利用等ガイドラインでは、簡便な方法に

よる利用について規定しています。利用請求権に

よる利用請求は、むしろ運用上は例外的な位置づ

けとなるのではないかと思います。

9. 地方公共団体の対応

⑴　公文書管理法制定前

続きまして、地方公共団体の対応についてお話

したいと思います。情報公開の場合には、行政機

関情報公開法が制定される前に既に多くの先進的

な地方公共団体が情報公開条例を制定していまし

たし、また行政機関個人情報保護法の制定の前に

かなりの数の先進的な地方公共団体が、個人情報

保護条例を制定していたわけですが、公文書管理

法制定前に公文書管理条例を制定していた地方公

共団体は、わずかでした。

最初に、文書管理条例を制定したのが、熊本県

宇土市です。同市の文書管理条例は、2001年に制

定されています。宇土市文書管理条例は、一言で

言うならば、ファイリングシステム重視型と言え

るのではないかと思います。ファイリングシステ

ムを導入して、それをしっかりと根付かせていく

ことを大きな目的とした条例と言えます。そして

2004年には、北海道ニセコ町で文書管理条例が制

定されています。ニセコ町もファイリングシステ

ムを導入したわけですが、ニセコ町の場合には情

報公開を非常に重視しています。情報公開重視型

の文書管理条例と言えるのではないかと思いま

す。

それから、2006年に大阪市が公文書管理条例を

制定しています。大阪市では、第 3 セクターの破

綻原因の検証過程において、過去の意思形成過程

を跡付けるための公文書が保存されていなかった

り、超過勤務手当に係る不適正処理問題の調査過

程において、超過勤務命令簿の保存期間が 3 年間

で、それより以前の超過勤務の調査ができなかっ

たりということがありました。また、コンプライ

アンスの確保という面からも、公文書管理条例が

必要であろうということになり、公文書管理条例

が制定されました。このような経緯で制定されま

したので、この大阪市公文書管理条例は、文書作

成・保存重視型と言えると思います。先ほど述べ
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ましたように、意思決定に至る過程、経緯に関す

る文書作成の努力義務規定もこの段階で既に設け

られていましたし、また文書の保存期間は一般的

に地方公共団体では文書管理規則ないし文書管理

規程で定まっていますが、大阪市公文書管理条例

では、条例自身の中で保存期間の基準を定めてい

る点も非常に注目されます。

⑵　公文書管理法制定後

大阪市には公文書管理法制定前に公文書管理条

例が存在したわけですけれども、この条例は、基

本的には現用文書を念頭に置いたものでした。そ

こで、大阪市では、公文書管理法制定を受けて、

この法律の趣旨にのっとり、非現用の段階も含め

文書のライフサイクル全体を対象とする条例とす

る必要性、また、第三者機関としての公文書管理

委員会を設けて、コンプライアンスを確保してい

く必要性等の認識に基づき、条例の改正作業を進

めまして、2011年 2 月に改正が行われています。

そして、改正条例により設置された公文書管理委

員会は、既に活動を始めています。

それから、「島根県公文書等の管理に関する条

例」が2011年 3 月に制定されています。島根県は

この条例の制定にあわせまして、島根県公文書セ

ンターという公文書館も設置しています。「島根

県公文書等の管理に関する条例」では、第三者機

関として新たに公文書管理委員会を設けるのでは

なくて、既存の情報公開審査会に公文書管理委員

会の機能を併有させているところが 1 つ特色と言

えます。

それから、熊本県も2011年 3 月に「熊本県行政

文書等の管理に関する条例」を制定しました。蒲

島郁夫知事は、文書管理の問題に対して非常に熱

心で、早くから公文書管理条例の制定準備を進め

てこられました。熊本県には、公文書館はありま

せん。したがって、歴史公文書等で保存期間が満

了したものは知事室の倉庫に保管することになっ

ています。また、第三者機関としましては、行政

文書等管理委員会を設置しています。さらに本年

10月には、「鳥取県公文書等の管理に関する条例」

が制定されました。

公文書管理法制定後に制定または改正されたこ

れらの公文書管理条例は、いずれも公文書管理法

準拠型と言えると思います。

10.今後の課題

⑴　立法機関、司法機関の現用文書の管理

国においては、立法機関、司法機関の現用文書

の管理についての法律が未制定です。立法機関、

司法機関の現用文書の管理については、内閣提出

法案で規律することには困難が伴うので、議員立

法で、対処されることを期待します。なお、議院

行政文書、司法行政文書の管理の現行の仕組みに

ついては、宇賀克也著『情報公開と公文書管理』（有

斐閣、2010年）13頁以下をご参照ください。

⑵　立法機関との協議による定め

公文書管理法第14条第 1 項では、立法機関は、

内閣総理大臣と協議して定めるところにより、立

法機関の保有する文書を内閣総理大臣を通じて国

立公文書館に移管することができるとしています

が、移管の前提となる「協議による定め」がまだ

締結されていません。したがって、立法機関の保

有する歴史的価値のある文書の保存期間が満了し

ても、これを国立公文書館に移管できない状態が

継続しています。衆議院の場合には、保存期間が

満了した行政文書であって文書取扱責任者が憲政

記念館で保存することが適当と認めたものは憲政

記念館に移管されますが、参議院については、憲

政記念館に対応する施設はありませんし、衆議院

についても、憲政記念館で十分なスペースを確保

できるのか、そこでの利用についても利用請求権

が保障されるべきではないか等の問題がありま

す。可及的速やかに、立法機関と内閣総理大臣の

間で「協議による定め」が締結されることが期待

されます。

⑶　刑事訴訟に関する書類

刑事訴訟に関する書類については、公文書管理

法附則第 7 条後段において、検事総長と内閣総理

大臣の「協議による定め」に基づいて、内閣総理

大臣に移管することとされています。すなわち、

刑事訴訟に関する書類は、検察庁という国の行政
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機関が保有していても、実質的に司法文書と同じ

性質を持つので、司法文書と同様の移管の仕組み

としているのです。刑事訴訟に係る「協議による

定め」も、早急に締結されることが期待されます。

⑷　著作権法の改正

行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開

法に基づく開示と著作権法上の権利の調整が著作

権法によってなされています。すなわち、著作物

で未公表のものについて開示決定等がなされる前

に著作権者が異議を述べない限り、開示に同意し

たものとみなすこととし、この場合には、公表権

の侵害とならないこととしています。また、開示

請求を受けて写しを交付することは、複製権の侵

害にならないことしています。国立公文書館等に

移管された特定歴史公文書等についても、同様の

調整がされることが望ましいといえます。劣化が

進行する前であっても、特定歴史公文書等の永久

保存のためのデジタル画像の作成を認める著作権

法改正も望まれます。

⑸　公文書管理条例の制定

公文書管理法第34条は、「地方公共団体は、こ

の法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適

正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれ

を実施するよう努めなければならない」と定めて

います。公文書管理条例を制定している地方公共

団体はごくわずかにとどまりますので、多くの地

方公共団体にとって、公文書管理条例の制定は、

今後の大きな課題です。そこで、以下、公文書管

理条例制定の要点について述べておきます。

①文書のライフサイクル全体を対象に

公文書管理条例制定に当たって、留意すべき点

ですが、第 1 に、文書のライフサイクル全体を対

象とするため、非現用の文書も対象とすべきであ

るということです。それにより、将来の住民に対

する説明責務も確保することが重要だろうと思い

ます。

②実質的に地方公共団体の一部と言える法人を対

象に

国が独立行政法人等も対象としたように、実質

的に地方公共団体の一部と言える法人も対象にす

ることが重要です。実質的に地方公共団体の一部

と言える法人とは、地方独立行政法人や地方三公

社ということになります。既に情報公開条例や個

人情報保護条例におきましては、地方独立行政法

人や地方三公社を実施機関に含めているところが

少なくありません。同じように、公文書管理条例

におきましては、地方独立行政法人や地方三公社

も対象とすべきだろうと思います。

また、指定管理者の保有しています公文書も、

指定された業務との関係では、やはり説明責務を

負う対象になるべきです。神奈川県藤沢市、兵庫

県尼崎市の情報公開条例では、指定管理者が実施

機関に含まれています。指定管理者が指定された

業務との関係で保有しています文書の管理につい

ても、公文書管理条例で規律すべきと思います。

③作成すべき文書の具体化

具体的に文書作成義務を明記して、その際、そ

の意思決定の経緯に係る文書も作成するように義

務付けることが必要だろうと思います。

④適切な移管を確保する仕組み

適切な移管を確保する仕組みとして、例えば、

レコード・スケジュール制等を採用することも定

めておく必要があると思います。

⑤特定歴史公文書等に対する利用請求権の保障

非現用になり、地方公共団体の公文書館等に移

管された文書を、ここでは、公文書管理法にならっ

て特定歴史公文書等と呼んでおきますが、これに

対する利用請求権を保障することが重要です。そ

の場合、第三者機関による救済の仕組みを設ける

ことが望ましいといえます。それにつきましては、

大阪府のように公文書管理委員会を新設してもい

いですし、既存の情報公開審査会ないしは情報公

開・個人情報保護審査会を活用してもいいと思い

ます。

⑥第三者機関によるコンプライアンスの確保の仕

組み

第三者機関によるコンプライアンスの確保の仕

組みを整備しておくことも重要だろうと思われま

す。

既存の公文書管理条例の内容とか、公文書管理
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条例の要点につきましては、詳しくは、宇賀克也

著『逐条解説　公文書等の管理に関する法律［改

訂版］』（第一法規、2011年）の第 5 章をご覧くだ

さい。

⑹　公文書館

①公文書館的機能の確保

次に、公文書館についてお話をしておきたいと

思います。わが国の地方公共団体で、公文書館を

設置しているところは非常に少ないのが実態で

す。都道府県でも、まだ公文書館がないところも

少なくありません。まして、市町村のレベルで公

文書館を持っているところはわずかです。しかし、

私は公文書館ができなければ、公文書管理条例が

制定できないということではないと思っていま

す。実際、熊本県は公文書館がまだ設置されてい

ませんが、公文書管理条例を制定しています。何

らかの形で公文書館的な機能が確保されていれ

ば、当面はいいのではないかと思います。財政難

で公文書館を設置できないから公文書管理条例を

制定できないと考えるのではなくて、まず公文書

管理条例をつくって、その際、どうやって公文書

館的機能を確保するかを考えていけばいいと思い

ます。

また、公文書館につきましても、新しい箱物を

建てる必要は必ずしもないと思います。既存の施

設で活用されていないものを利用していくことは

十分考えられるわけです。例えば、市町村合併が

行われたところであれば、旧地方公共団体の空い

ている庁舎等々で活用できるところはないのかを

考えていく、又は、過疎化が進んで児童が減少し

て廃校になった学校とか、若しくは廃止になった

公立の幼稚園とか保育所を活用するということで

もいいと思います。また、公立図書館はあるでしょ

うから、そのスペースを有効活用して、その一部

に公文書館的な機能を担わせることも考えられる

わけです。高いお金をかけて、新しい箱物の公文

書館を設置することを考えなくても、既存の施設

をうまく活用して、公文書館を設けるということ

も考えていただければと思います。

②共同設置

また、単独で公文書館を設置することが財政的

に困難な場合、共同設置することも考えられます。

この点で非常に注目されますのが、福岡県の共同

公文書館構想です。これは福岡県と、県内の全て

の市町村、ただし福岡市と北九州市は既に独自の

公文書館を持っていますから、それを除く全ての

市町村とが共同で公文書館を設置する構想です。

県が土地を提供して、建物の設置と管理の費用を、

県と市町村が共同で負担をするという構想です。

2012年秋に開館が予定されています。まだ公文書

館を設置していない県では、県と市町村の共同公

文書館という福岡県の構想は、非常に参考になる

のではないかと思います。また、県が既に公文書

館を設置している場合であっても、県内の市町村

が共同で公文書館を設置することは検討に値する

と思います。

最後に、国際公文書館会議東アジア地域支部の

活動を通じて、この地域の国立公文書館が益々ご

発展することを祈念して、私の講演を終わらせて

いただきます。ご静聴どうもありがとうございま

した。
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